
JP 5088397 B2 2012.12.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本画像を表す画像データを複数記憶する記憶手段と、
　表示手段と、
　前記表示手段に、前記本画像に対して縮小された画像である縮小画像を複数表示する第
１の表示制御手段と、
　前記表示手段に表示された前記複数の縮小画像のいずれかを指定する操作に応じて、当
該指定された縮小画像を複数種類の画調のいずれかに変換する第１の画調変換手段と、
　前記第１の画調変換手段により画調変換された変換画調画像を前記指定された縮小画像
に代えて、前記表示手段に表示させる第２の表示制御手段と、
　ページ送り操作に応じて、前記表示手段に表示されている変換画調画像を残して、縮小
画像を他の縮小画像に表示変更する第３の表示制御手段と、
　前記表示手段に表示された変換画調画像を指定する操作に応じて、当該指定された変換
画調画像に対応する縮小画像を異なる画調に変換する第２の画調変換手段と、
　前記第２の画調変換手段により変換された異なる画調の変換画調画像を前記指定された
変換画調画像に代えて、前記表示手段に表示させる第４の表示制御手段と
を具備したことを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記表示手段に表示された変換画調画像を選択する操作に応じて、当該選択された変換
画調画像に対応する縮小画像の本画像を当該選択された変換画調画像の画調に変換する第
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３の画調変換手段を更に具備したことを特徴とする請求項１記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記表示手段に表示されている全ての変換画調画像に対応する縮小画像の本画像を当該
選択された変換画調画像の画調に変換する第４の画調変換手段を更に具備したことを特徴
とする請求項１記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記本画像の画調変換画像を前記記憶手段に記録する手段を備えることを特徴とする請
求項２又は３記載の画像表示装置。
【請求項５】
　本画像を表す画像データを複数記憶する記憶手段と、表示手段とを具備する画像表示装
置における画像表示方法であって、
　前記表示手段に、前記本画像に対して縮小された画像である縮小画像を複数表示する第
１の表示制御ステップと、
　前記表示手段に表示された前記複数の縮小画像のいずれかを指定する操作に応じて、当
該指定された縮小画像を複数種類の画調のいずれかに変換する第１の画調変換ステップと
、
　前記第１の画調変換ステップにより画調変換された変換画調画像を前記指定された縮小
画像に代えて、前記表示手段に表示させる第２の表示制御ステップと、
　ページ送り操作に応じて、前記表示手段に表示されている変換画調画像を残して、縮小
画像を他の縮小画像に表示変更する第３の表示制御ステップと、
　前記表示手段に表示された変換画調画像を指定する操作に応じて、当該指定された変換
画調画像に対応する縮小画像を異なる画調に変換する第２の画調変換ステップと、
　前記第２の画調変換ステップにより変換された異なる画調の変換画調画像を前記指定さ
れた変換画調画像に代えて、前記表示手段に表示させる第４の表示制御ステップと
を含むことを特徴とする画像表示方法。
【請求項６】
　本画像を表す画像データを複数記憶する記憶手段と、表示手段とを備える画像表示装置
が有するコンピュータが読み取り実行可能なプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記表示手段に、前記本画像に対して縮小された画像である縮小画像を複数表示する第
１の表示制御手段と、
　前記表示手段に表示された前記複数の縮小画像のいずれかを指定する操作に応じて、当
該指定された縮小画像を複数種類の画調のいずれかに変換する第１の画調変換手段と、
　前記第１の画調変換手段により画調変換された変換画調画像を前記指定された縮小画像
に代えて、前記表示手段に表示させる第２の表示制御手段と、
　ページ送り操作に応じて、前記表示手段に表示されている変換画調画像を残して、縮小
画像を他の縮小画像に表示変更する第３の表示制御手段と、
　前記表示手段に表示された変換画調画像を指定する操作に応じて、当該指定された変換
画調画像に対応する縮小画像を異なる画調に変換する第２の画調変換手段と、
　前記第２の画調変換手段により変換された異なる画調の変換画調画像を前記指定された
変換画調画像に代えて、前記表示手段に表示させる第４の表示制御手段と
して機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置、画像表示方法並びにプログラムに関し、特に画像を異なった
画調の画像に変換する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラの普及により、写真は、デジタル画像データとして保存すること
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が一般的となっている。従来のフィルムカメラによる撮影の場合、プリントを伴うことが
多かったが、画像データの場合、撮影したデジタルカメラで閲覧したり、画像データを取
り込んだパーソナルコンピュータなどで閲覧したりすることができるため、写真の楽しみ
方にも変化が生じている。
【０００３】
　このような状況において、画像データでも従来のプリント写真と同様の楽しみ方ができ
るようにするため、いわゆるデジタルフォトフレームが実現され普及している（例えば、
特許文献１）。
【０００４】
　デジタルフォトフレームでは、デジタル方式の特性を活かし、従来のプリント写真を掲
出するフォトフレームではできなかった複数の写真をスライドショー形式で表示するなど
の多様な表示態様を実現することができるとともに、画像処理を加えることで、例えば、
元の写真をベースとしつつも趣の異なる画調の画像（例えば絵画調など）を生成して表示
することができるようにした発明が提案されている（例えば、特許文献２）。
【０００５】
　これにより、単なる写真ではなく、あたかも絵画のように楽しむことができるが、特許
文献２に記載の技術では、画素単位でシミュレートするために、画像全体を勘案して芸術
性を高めるという点においては不足する点もあった。
【０００６】
　このため、実際に画家が描いた絵画の画像から色彩情報と筆触情報等の特徴を抽出し、
撮影された画像に抽出した特徴を付与することにより、原画像全体を勘案して芸術性の高
い絵画調画像に変換する技術も提案されるに至っている（例えば、特許文献３）。
【０００７】
　これにより、原画像から芸術性の高い画像を得るための画像処理として、原画像全体を
勘案して、芸術性の演出効果をより高める画像のデータを生成する画像処理を実現するこ
とができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－１４１６７８号公報
【特許文献２】特開平８－４４８６７号公報
【特許文献３】特開２００４－２１３５９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記発明における画調変換には油絵調、水彩画調、パステル画調・・・
など多数の画調変換が含まれるが、このような変換処理を実施するためには、ＣＰＵによ
る大量の演算を必要とするため、画像を変換する時間が長いという課題がある。
【００１０】
　変換処理に時間がかかると、その場で色々な変換を試して最適な変換画調画像を選択す
るのは困難となる。
【００１１】
　本発明は、上記のような事情に鑑みなされたもので、素早く複数種類の画調変換を行っ
た画像の雰囲気を把握することができる画像表示装置、画像表示方法並びにプログラムを
提供することを目的とする。
【００１２】
　また、所望の種類の画調で変換する画像を素早く選択することができる画像表示装置、
画像表示方法並びにプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
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　前記課題を解決するため、請求項１記載の発明では、本画像を表す画像データを複数記
憶する記憶手段と、表示手段と、前記表示手段に、前記本画像に対して縮小された画像で
ある縮小画像を複数表示する第１の表示制御手段と、前記表示手段に表示された前記複数
の縮小画像のいずれかを指定する操作に応じて、当該指定された縮小画像を複数種類の画
調のいずれかに変換する第１の画調変換手段と、前記第１の画調変換手段により画調変換
された変換画調画像を前記指定された縮小画像に代えて、前記表示手段に表示させる第２
の表示制御手段と、ページ送り操作に応じて、前記表示手段に表示されている変換画調画
像を残して、縮小画像を他の縮小画像に表示変更する第３の表示制御手段と、前記表示手
段に表示された変換画調画像を指定する操作に応じて、当該指定された変換画調画像に対
応する縮小画像を異なる画調に変換する第２の画調変換手段と、前記第２の画調変換手段
により変換された異なる画調の変換画調画像を前記指定された変換画調画像に代えて、前
記表示手段に表示させる第４の表示制御手段とを具備したことを特徴とする画像表示装置
を提供するものである。
【００１４】
　請求項２記載の発明では、前記表示手段に表示された変換画調画像を選択する操作に応
じて、当該選択された変換画調画像に対応する縮小画像の本画像を当該選択された変換画
調画像の画調に変換する第３の画調変換手段を更に具備したことを特徴とする請求項１記
載の画像表示装置を提供するものである。
【００１５】
　請求項３記載の発明では、前記表示手段に表示されている全ての変換画調画像に対応す
る縮小画像の本画像を当該選択された変換画調画像の画調に変換する第４の画調変換手段
を更に具備したことを特徴とする請求項１記載の画像表示装置を提供するものである。
【００１６】
　請求項４記載の発明では、前記本画像の画調変換画像を前記記憶手段に記録する手段を
備えることを特徴とする請求項２又は３記載の画像表示装置を提供するものである。
【００１７】
　請求項５記載の発明では、本画像を表す画像データを複数記憶する記憶手段と、表示手
段とを具備する画像表示装置における画像表示方法であって、前記表示手段に、前記本画
像に対して縮小された画像である縮小画像を複数表示する第１の表示制御ステップと、前
記表示手段に表示された前記複数の縮小画像のいずれかを指定する操作に応じて、当該指
定された縮小画像を複数種類の画調のいずれかに変換する第１の画調変換ステップと、
　前記第１の画調変換ステップにより画調変換された変換画調画像を前記指定された縮小
画像に代えて、前記表示手段に表示させる第２の表示制御ステップと、ページ送り操作に
応じて、前記表示手段に表示されている変換画調画像を残して、縮小画像を他の縮小画像
に表示変更する第３の表示制御ステップと、前記表示手段に表示された変換画調画像を指
定する操作に応じて、当該指定された変換画調画像に対応する縮小画像を異なる画調に変
換する第２の画調変換ステップと、前記第２の画調変換ステップにより変換された異なる
画調の変換画調画像を前記指定された変換画調画像に代えて、前記表示手段に表示させる
第４の表示制御ステップとを含むことを特徴とする画像表示方法を提供するものである。
【００１８】
　請求項６記載の発明では、本画像を表す画像データを複数記憶する記憶手段と、表示手
段とを備える画像表示装置が有するコンピュータが読み取り実行可能なプログラムであっ
て、前記コンピュータを、前記表示手段に、前記本画像に対して縮小された画像である縮
小画像を複数表示する第１の表示制御手段と、前記表示手段に表示された前記複数の縮小
画像のいずれかを指定する操作に応じて、当該指定された縮小画像を複数種類の画調のい
ずれかに変換する第１の画調変換手段と、前記第１の画調変換手段により画調変換された
変換画調画像を前記指定された縮小画像に代えて、前記表示手段に表示させる第２の表示
制御手段と、ページ送り操作に応じて、前記表示手段に表示されている変換画調画像を残
して、縮小画像を他の縮小画像に表示変更する第３の表示制御手段と、前記表示手段に表
示された変換画調画像を指定する操作に応じて、当該指定された変換画調画像に対応する
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縮小画像を異なる画調に変換する第２の画調変換手段と、前記第２の画調変換手段により
変換された異なる画調の変換画調画像を前記指定された変換画調画像に代えて、前記表示
手段に表示させる第４の表示制御手段として機能させることを特徴とするプログラムを提
供するものである。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、素早く多数の画像に対して複数種類の画調変換を行った場合の雰囲気
を見ることができる。また、画調変換すべき画像を素早く選択することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】（ａ）は本発明の実施の形態に係る画像表示装置の外観を示す正面図、また、同
図（ｂ）は側面図である。
【図２】画像表示装置の回路構成を示すブロック図である。
【図３】（ａ）はメモリカードにおけるフォルダＡの記憶状態を示す図であり、（ｂ）は
フォルダＢの記憶状態を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態における画像表示装置の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図５】実施の形態における遷移図である。
【図６】図５に続く遷移図である。
【図７】図６に続く遷移図である。
【図８】図７に続く遷移図である。
【図９】図８（ａ）に続く他の遷移図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態について説明する。図１（ａ）は本発明を適用した画像表示装
置１の正面図、図１（ｂ）は画像表示装置１の側面図である。画像表示装置１の正面は、
本体２に保持された液晶表示パネル３によって構成される表示部により、ほぼ全域が占め
られている。本体２の側面には、電源スイッチ４及び操作スイッチ５、メモリカードスロ
ット６が設けられている。
【００２８】
　図２は、画像表示装置１の電気的構成を示したブロック図である。画像表示装置１は、
ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１と、ＣＰＵ１１に接続されたＲＯＭ（Read Only
 Memory）１２、ＲＡＭ（Random Access memory）１３、前記電源スイッチ４と操作スイ
ッチ５とを含むスイッチ部１５、表示コントローラ１６、メモリカードコントローラ１７
、タッチパネル１９及び無線通信部２０を有している。
【００２９】
　ＲＯＭ１２には、ＣＰＵ１１に後述するフローチャートに示す動作を行わせるためのプ
ログラムが記憶されている。また、ＲＯＭ１２には、画調変換のためのプログラムが記憶
されているもので、例えば実際に画家により描かれた油絵、水彩画、パステル画、鉛筆画
、クレヨン画、イラスト画、点描画、エアブラシ画の各原画と、これら原画から色彩情報
と筆触情報等の特徴を抽出し、抽出した特徴を付与することで入力画像に対し画調変換処
理を行い、変換画調画像を作成する特開２００４－２１３５９８に開示されている技術に
基づく変換画調画像作成プログラムも記憶されている。
【００３０】
　ＲＡＭ１３は、ＣＰＵ１１が必要に応じて種々のデータを一時的に記憶する作業用のメ
モリである。表示コントローラ１６は、ＣＰＵ１１から供給される表示用の画像データに
基づき液晶表示パネル３を駆動することにより、画像データにより表される画像を液晶表
示パネル３に表示させる。メモリカードコントローラ１７は、メモリカードスロット６に
着脱自在に装着された各種のメモリカード１８と、これに接続されたＣＰＵ１１との間に
おけるデータの入出力を制御する入出力インターフェースである。
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【００３１】
　タッチパネル１９は、液晶表示パネル３に積層され、液晶表示パネル３上におけるユー
ザの手指によるタッチ位置を検出する。タッチ入力方式は光学式、静電容量方式等色々あ
り、方式に限定されるものではなく、位置検出はカーソルによる選択でよい。
【００３２】
　無線通信部２０は、アンテナ２１に接続されており、端末認証処理を含む通信処理を行
う。また、無線通信部２０は、ＷＷＷ接続制御を行うものであって、パケットデータ生成
回路、及びパケットデータ復元回路を含み、通信プロトコルに沿ったデータ処理を行う。
【００３３】
　本画像表示装置１は固有のメールアドレスを有し、この無線通信部２０を介してメール
の送受信ができる。画像はＳＤカードから供給される前提で説明しているが、インターネ
ットを介してダウンロード若しくはメールに添付した画像からも提供を受けることができ
る。通信により受信した画像も後述するメモリカード１８に記録される。
【００３４】
　また、画像表示装置１には、動作モードとして通常モードとエフェクトモードとが用意
されており、ユーザが操作スイッチ５を所定の手順で操作することによって、動作モード
の切替が可能となっている。
【００３５】
　通常モードは、一般的なデジタルフォトフレーム（ＤＰＦ）と同様に、メモリカード１
８に画像データとして記憶されている画像を液晶表示パネル３にそのまま表示する動作モ
ードである。なお、画像表示装置１において表示可能な画像は、例えばデジタルカメラに
よって撮像された画像であり、ＪＰＥＧ（Joint Photographic Expert Group）方式によ
り圧縮され、撮影日時等の付加情報と共に静止画ファイルとして記憶されている画像であ
る。もちろんＲＡＷ、ＢＭＰ、ＰＮＧなど各種の画像フォーマットをサポートすることが
できる。画像ソースはデジタルカメラで撮影したものでなくてもよい。
【００３６】
　エフェクトモードは、メモリカード１８に記憶されている表示対象の画像を、絵画が有
する特徴を備えた絵画調画像、つまり特定の効果を与えた絵画調画像に変換し、変換後の
絵画調画像を液晶表示パネル３に表示する動作モードである。
【００３７】
　また、エフェクトモードでは、絵画調画像への変換に際して目標とする絵画の種類、つ
まり変換画調画像にすることができる特徴（画調）が選択可能である。本実施の形態にお
いて、選択可能な画調は油絵調、水彩画調、パステル画調、鉛筆画調、クレヨン画調、イ
ラスト画調、点描画調、エアブラシ画調とする。しかし、これに限ることなく、ゴッホ調
、モネ調、ピカソ調など、画家の特徴を加味した変換の選択を可能としても良い。また、
別の画調のアルゴリズムを後述するメモリカード１８で提供するようにすることもできる
。
【００３８】
　なお、本実施の形態においては、油絵調からエアブラシ画調までの８種類の画調に変換
するプログラムが記憶されているが、その優先順序は、（１）油絵調、（２）水彩画調、
（３）パステル画調、（４）鉛筆画調、（５）クレヨン画調、（６）イラスト画調、（７
）点描画調、（８）エアブラシ画調とする。
【００３９】
　図３は、メモリカード１８の記録内容を示すメモリ構成図である。このメモリカード１
８は、デジタルカメラに着脱自在に装着されていたものであって、図３（ａ）に示すフォ
ルダＡと同図（ｂ）に示すフォルダＢ、及び図示しないフォルダＣとが設けられる。フォ
ルダＡには、デジタルカメラでの撮影に伴って多数の画像がＪＰＥＧのファイル方式でフ
ァイル化されて、画像ファイルＦ１、Ｆ２、Ｆ３・・・として記録されている。
【００４０】
　各画像ファイルＦ１、Ｆ２、Ｆ３・・・は、ＥＸＩＦ（Exchangeable Image File Form
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at）などのデータを有するヘッダと、撮影された画像であり本画像である画像データ（本
画像１、２、３・・・）と、その画像データの縮小画像であるサムネイルの画像データ（
サムネイル１、２、３・・・）とで構成されている。なお、表示画面の大きさにより画面
に表示すべき縮小画像の大きさが異なるため、サムネイルとは別に表示用のプレビュー画
像を作成して記憶しておく場合もある。本実施の形態では、プレビュー画像も含めてサム
ネイルと表現している。
【００４１】
　つまり、これら画像ファイルＦ１、Ｆ２、Ｆ３・・・は、一般的なデジタルカメラのフ
ァイルフォーマットである。したがって、デジタルカメラで撮像したＳＤカード（メモリ
カード１８）をメモリカードスロット６に差し込むだけで使用できるようになっている。
【００４２】
　また、フォルダＢには、後述する処理により絵画調変換サムネイルを含む画像データ、
あるいは本画像を画調変換した画像データが汎用的なファイル形式であるＪＰＥＧ方式に
より圧縮され、変換日時等の付加情報と共に静止画ファイルとして記憶される。
【００４３】
　フォルダＣ（図示せず）は、メールやダウンロードなど、通信により受信した画像が記
憶されるエリアである。ここではメモリカード１８内のエリアとしているが、メモリカー
ドを装着しなくても使えるように、内部メモリに記憶するようにしてもよい。
【００４４】
　以下、本実施の形態のエフェクトモードにおける画像表示装置１の具体的な動作につい
て説明する。
【００４５】
　図４は、本実施の形態においてエフェクトモードが設定されているときのＣＰＵ１１の
処理手順を示すフローチャートである。エフェクトモードが設定されているとき、ＣＰＵ
１１は、ＲＯＭ１２に記憶されているプログラムに従いこのフローチャートに示すように
処理を実行する。
【００４６】
　まず、ＣＰＵ１１は、メモリカード１８から表示対象の画像ファイルＦ１～Ｆ１６のサ
ムネイル画像データを読み出す。そして、これらサムネイル画像データに基づき、液晶表
示パネル３にサムネイルを表示させる（ステップＳ１０１）。したがって、このステップ
Ｓ１０１での処理により、図５（ａ）に示すように、液晶表示パネル３には、サムネイル
１～１６が一覧表示される。なお、このときＣＰＵ１１は、液晶表示パネル３の下端隅部
に決定ボタン３０５、ＡＬＬボタン３０６、ＮＥＸＴボタン３０７及び変換ボタン３０８
をも表示させる。変換ボタン３０８は液晶表示パネル３に表示されている画調変換された
サムネイルに対応する本画像を一括して指定されている画調に変換するためのボタンであ
る。
【００４７】
　次に、現在液晶表示パネル３に表示されている画像（１６枚）のいずれかに対する指定
操作としてのワンタッチ（例えば所定時間である１秒以内に１回のタッチ）が検出された
か否かを判断する（ステップＳ１０２）。いずれかの画像に対するワンタッチが検出され
た場合には、当該サムネイルを画調変換する（ステップＳ１０３）。このとき、優先順序
は、油絵調が「（１）」であることから、当該サムネイルを油絵画調で画調変換処理する
。
【００４８】
　引き続き、変換した画調変換画像を液晶表示パネル３に表示する（ステップＳ１０４）
。したがって、図５（ａ）に示すように、「サムネイル１」～「サムネイル１６」が液晶
表示パネル３に表示されている状態で「サムネイル７」にワンタッチすると、同図（ｂ）
に示す表示状態に遷移する。これにより、液晶表示パネル３には、「サムネイル７」を除
くサムネイル１～１６とともに「サムネイル７」を油絵調で画調変換した「油絵調７」が
表示される。
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【００４９】
　また、ＮＥＸＴボタン３０７がタッチされたか否か（ステップＳ１０５）、ＡＬＬボタ
ン３０６がタッチされたか否か（ステップＳ１０７）、決定ボタン３０５がタッチされた
か否か（ステップＳ１０８）、いずれかの画調変換画像にロングタッチ（例えば所定時間
以上である２秒以上の継続したタッチ）されたか否か（ステップＳ１１２）、変換ボタン
３０８にタッチされたか否か（ステップＳ１１４）を判断する。これらボタン３０５、３
０６、３０７、３０８のいずれもタッチされない場合、及びいずれの画調変換画像にもロ
ングタッチされない場合には、ステップＳ１１４からステップＳ１０２に戻る。
【００５０】
　したがって、図５（ｂ）に示す表示状態で、ユーザが「油絵調７」にワンタッチすると
、ステップＳ１０２の判断がＹＥＳとなる。このとき、優先順序は、「（１）油絵調」の
次が「（２）水彩画調」であることから、「油絵調７」に対応するサムネイル７が水彩画
調で画調変換処理される（ステップＳ１０３）。また、この画調変換された変調変換画像
が液晶表示パネル３に表示される（ステップＳ１０４）。したがって、図５（ｂ）の表示
状態から図６（ａ）の表示状態に遷移し、液晶表示パネル３には、「サムネイル７」を除
くサムネイル１～１６とともにサムネイル７を水彩画調で画調変換した「水彩画調７」
が「油絵調７」に代わって表示される。
【００５１】
　したがって、素早く所望の画調変換を行った画像を見ることができるのみならず、いず
れの画像をいずれの画調画像に変換するかを簡単に選択することができる。
【００５２】
　サムネイルがＱＣＩＦサイズ（１７６×１４４ドット）くらいあれば十分に画調のニュ
アンスをみることができる。画像表示装置１の表示画面が大きく、３行３列表示にすれば
ＱＶＧＡサイズ（３２０×２４０ドット）のサムネイルも可能である。
【００５３】
　また、図６（ａ）に示す表示状態で、ユーザがＮＥＸＴボタン３０７にタッチすると、
ステップＳ１０５の判断がＹＥＳとなる。したがって、ＣＰＵ１１は、ステップＳ１０５
からステップＳ１０６に進んで、液晶表示パネル３に表示されている１６枚の画像におい
て、画調変換画像を除く画像（サムネイル）を次のサムネイルに表示変更する。
【００５４】
　したがって、液晶表示パネル３は図６（ａ）の表示状態から同図（ｂ）の表示状態に遷
移し、「水彩画調７」を除くサムネイル１～６、８～１６が次のファイル１７～３１から
読み出されたサムネイル１７～３１に置き換えられて表示される。
【００５５】
　よって、ＮＥＸＴボタン３０７をタッチすれば、それまでユーザが画調変換を所望して
変換させた画調変調画像（「水彩画調７」）はそのまま維持される一方、所望しない他の
サムネイルは新たなサムネイルに変更される。これにより、ユーザは所望のサムネイルを
所望の画調で変換した後も、更に所望のサムネイルを所望の画調で変換するための操作を
継続することができる。
【００５６】
　また、図６（ｂ）に示す表示状態で、ユーザが「サムネイル２４」と「サムネイル２７
」にワンタッチするとステップＳ１０２の判断がＹＥＳとなる。したがって、ＣＰＵ１１
はステップＳ１０２からステップＳ１０３に処理を進めてワンタッチが検出されたサムネ
イルを画調変換する（ステップＳ１０４）。このとき、「サムネイル２４」と「サムネイ
ル２７」に対するワンタッチは、最初のワンタッチであり優先順序は、油絵調が「（１）
」であることから、当該サムネイルを油絵画調で画調変換処理する。
【００５７】
　引き続き、変換した画調変換画像を液晶表示パネル３に表示する（ステップＳ１０５）
。したがって、図６（ｂ）に示す表示状態から図７（ａ）に示す表示状態に遷移する。つ
まり、液晶表示パネル３には、サムネイル１７～２２、２３、２５、２６、２８～３１、
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及び「水彩画調７」はそのままで、サムネイル２４とサムネイル２７を油絵調で画調変換
した「油絵調２４」と「油絵調２７」が、「サムネイル２４」と「サムネイル２７」とに
代わってが表示される。
【００５８】
　また、図７（ａ）に示す表示状態で、ユーザがＮＥＸＴボタン３０７にタッチすると、
ステップＳ１０５の判断がＹＥＳとなる。したがって、ＣＰＵ１１は、ステップＳ１０５
からステップＳ１０６に進んで、液晶表示パネル３に表示されている１６枚の画像におい
て、画調変換画像を除く画像（サムネイル）を次のサムネイルに表示変更する。
【００５９】
　したがって、液晶表示パネル３は図７（ａ）の表示状態から同図（ｂ）の表示状態に遷
移し、「水彩画調７」、「油絵調２４」、「油絵調２７」を除くサムネイル１７～２２、
２３、２５、２６、２８～３１に代わって、次の１３個のファイル３２～４４から読み出
されたサムネイル３２～４４に置き換えられて表示される。
【００６０】
　よって、ＮＥＸＴボタン３０７をタッチすれば、それまでユーザが画調変換を所望して
変換させた画調変調画像（「水彩画調７」）、「油絵調２４」、「油絵調２７」）はその
まま維持される一方、所望しない他のサムネイル（サムネイル１７～２２、２３、２５、
２６、２８～３１）は新たなサムネイル（サムネイル３２～４４）に変更される。これに
より、ユーザは所望のサムネイルを所望の画調で変換した後も、更に所望のサムネイルを
所望の画調で変換するための操作を継続することができる。
【００６１】
　また、図７（ｂ）に示すように、ユーザが
１）「サムネイル３２」とその変換画調画像とにワンタッチを計３回
２）「サムネイル３３」とその変換画調画像とにワンタッチを計２回
３）「サムネイル３５」とその変換画調画像とにワンタッチを計３回
４）「サムネイル４２」とその変換画調画像とにワンタッチを計３回
したとする。すると、サムネイルに対するワンタッチが検出される都度、前述したステッ
プＳ１０３の処理とステップＳ１０４の処理が実行される。
【００６２】
　したがって、図７（ｂ）の表示状態から図８（ａ）の表示状態に遷移し、
１）ワンタッチが計３回された「サムネイル３２」は、優先順位「（３）パステル画調」
　　により「パステル画調３２」に変換されて表示され、
２）ワンタッチが計２回された「サムネイル３３」は、優先順位「（２）水彩画調」によ
　　り「水彩画調３３」に変換されて表示され、
３）ワンタッチが計３回された「サムネイル３５」は、優先順位「（３）パステル画調」
　　により「パステル画調３５」に変換されて表示され、
４）ワンタッチが計３回された「サムネイル４２」は、優先順位「（３）パステル画調」
　　により「パステル画調４２」に変換されて表示された状態となる。
【００６３】
　また、ワンタッチされなかった「サムネイル３４」、「サムネイル３６」、「サムネイ
ル３７」、「水彩画調７」、「サムネイル３８」、「油絵調２４」、「サムネイル３９」
、「サムネイル４０」、「油絵調２７」、「サムネイル４１」、「サムネイル４３」、「
サムネイル４４」は従前と同様に表示され続けられる。
【００６４】
　また、ユーザが決定ボタン３０５をタッチすると、ステップＳ１０８の判断がＹＥＳと
なり、ＣＰＵ１１はステップＳ１０８からステップＳ１０９以降に処理を進める。すなわ
ち、決定ボタン３０５がタッチされたならば、液晶表示パネル３の画面上に表示されてい
る全画像を含む単一性を有する画像データを生成する（ステップＳ１０９）。
【００６５】
　したがって、例えば図８（ａ）の表示状態でユーザが決定ボタン３０５にタッチしたと
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すると、全画像は同図（ｂ）に示すように、「パステル画調３２」「水彩画調３３」「サ
ムネイル３４」「パステル画調３５」「サムネイル３６」「サムネイル３７」「水彩画調
７」「サムネイル３８」「油絵調２４」「サムネイル３９」「サムネイル４０」「油絵調
２７」「サムネイル４１」「パステル画調４２」「サムネイル４３」「サムネイル４４」
からなる１６枚の画像である。よって、ステップＳ１０９では、図８（ｂ）に示すように
、これら１６枚の画像を表すことのできる単一性を有する画像データＤ００が生成される
。
【００６６】
　さらに、ＣＰＵ１１はこの生成した画像データＤ００をＪＰＥＧ方式で処理し、圧縮す
る（ステップＳ１１０）。したがって、このステップＳ１１０での処理により、前記画像
データ「Ｄ００」からＪＰＥＧ形式の画像データ「Ｄ００.ＪＰＥＧ」が生成される。そ
して、この生成されたＪＰＥＧ形式の画像データをメモリカード１８のフォルダＢに保存
する（ステップＳ１１０）。したがって、このステップＳ１１０での処理により、メモリ
カード１８のフォルダＢには、図３（ｂ）に示すように、ＪＰＥＧ形式の画像データ「Ｄ
００.ＪＰＥＧ」が記憶される。
【００６７】
　このフォルダＢに記憶された画像データ「Ｄ００.ＪＰＥＧ」にあっては、ＪＰＥＧ形
式の画像データであることから、メモリカード１８を当該画像表示装置１から取り外して
、他のＤＰＦ等に装着することにより、サムネイル３４、３６、３７、３８、３９、４０
、４１、４３、４４及び各変調画像３２、３３、３５、７、２４、２７、４２を再生して
表示することができる。したがって、この画像表示装置１で素早く所望の画調変換を行っ
た画像を見ることができるという効果を他の機器でも得ることができる。ここでは、所定
の形式としてＪＰＥＧを例に取ったが、ＪＰＥＧに限るものではない。また、画像表示装
置で作成した特殊な形式の画像も、メモリカード経由で他の画像表示装置に表示させるこ
とができる。
【００６８】
　因みに、他の機器で「Ｄ００.ＪＰＥＧ」に基づく画像を表示させても、画像データは
１つのＪＰＥＧ画像であるため、あくまで全体の雰囲気を素早く把握するためのものであ
ってその中の１つの縮小画像を選択することはできない。
【００６９】
　また、ＡＬＬボタン３０６がタッチされると、ステップＳ１０７の判断がＹＥＳとなり
、ＣＰＵ１１はステップＳ１０７からステップＳ１０１に戻って最初からの処理を再度実
行する。したがって、ユーザが画調変換を最初からやり直す必要があるとした場合には、
ＡＬＬボタン３０６をタッチすることにより、それまでの画調変換を無効にして引き続き
最初から画調変換を行うことができる。
【００７０】
　また、ユーザが決定ボタン３０５とＡＬＬボタン３０６、及び変換ボタン３０７にタッ
チすることなく、いずれかの画調変換画像にロングタッチしたとすると、ステップＳ１０
７及びステップＳ１０８の判断はＮＯとなり、かつステップＳ１１２の判断がＹＥＳとな
る。したがって、ＣＰＵ１１はステップＳ１１２からステップＳ１１３へ進み、当該画調
変換された画像に対応するサムネイルに対応する本画像を当該画調で画調変換して表示す
る。
【００７１】
　つまり、図８（ａ）の状態で、「水彩画調３３」にロングタッチしたとすると、「水彩
画調３３」に対応するサムネイルは「サムネイル３３」であり、「サムネイル３３」に対
応する本画像は「本画像３３」ある。したがって、「本画像３３」を水彩画調で画調変換
した画像データを生成し、この画像データに基づく変換画調画像を表示する。引き続き、
本画像を画調変換した画像データを前述と同様に、ＪＰＥＧ処理して（ステップＳ１１０
）、フォルダＢに保存する（Ｓ１１１）。
【００７２】
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　したがって、前述のようにサムネイルを画調変換した画像により、画像表示装置１で素
早く所望の画調変換を行った画像を見ることができるのみならず、見た結果、気に入った
画調の画像に対応する本画像を当該画調で変換して観賞し、保存しておくこともできる。
【００７３】
　また、ユーザが決定ボタン３０５とＡＬＬボタン３０６にタッチすることなく、かつい
ずれかの画調変換画像にロングタッチすることなく、変換ボタン３０７にタッチしたとす
ると、ステップＳ１０７、ステップＳ１０８及びステップＳ１１２の判断はＮＯとなり、
かつステップＳ１１４の判断がＹＥＳとなる。したがって、ＣＰＵ１１はステップＳ１１
４からステップＳ１１５へ進み、各画調変換画像のサムネイルに対応する本画像を当該画
調で画調変換して、順次表示する。
【００７４】
　つまり、図８（ａ）の状態で、変換ボタンにタッチしたとすると、７個の画調変調画像
「パステル画調３２」「水彩画調３３」「パステル画調３５」「水彩画調７」「油絵画調
２４」「油絵画調２７」「パステル画調４２」が存在する。そして、
１）「パステル画調３２」に対応するサムネイルは「サムネイル３２」であり、
２）「水彩画調３３」に対応するサムネイルは「サムネイル３３」であり、
３）「パステル画調３５」に対応するサムネイルは「サムネイル３５」であり、
４）「水彩画調７」に対応するサムネイルは「サムネイル７」であり、
５）「油絵画調２４」に対応するサムネイルは「サムネイル２４」であり、
６）「油絵画調２７」に対応するサムネイルは「サムネイル２７」であり、
７）「パステル画調４２」に対応するサムネイルは「サムネイル４２」である。
【００７５】
　したがって、
１）「サムネイル３２」に対応する「本画像３２」をパステル画調で、
２）「サムネイル３３」に対応する「本画像３３」を水彩画調で、
３）「サムネイル３５」に対応する「本画像３５」をパステル画調で、
４）「サムネイル７」に対応する「本画像７」を水彩画調で、
５）「サムネイル２４」に対応する「本画像２４」を油絵画調で、
６）「サムネイル２７」に対応する「本画像２７」を油絵画調で、
７）「サムネイル４２」に対応する「本画像４２」をパステル画調で、
各々画調変換した画像データを生成し、この画像データに基づく変換画調画像を順次表示
する。引き続き、本画像を画調変換した画像データを前述と同様に、ＪＰＥＧ処理して（
ステップＳ１１０）、フォルダＢに保存する（Ｓ１１１）。
【００７６】
　したがって、前述のようにサムネイルを画調変換した画像により、画像表示装置１で素
早く所望の画調変換を行った画像を見ることができるのみならず、見た結果、気に入った
画調の画像に対応する本画像の全てを当該画調で変換して観賞し、保存しておくこともで
きる。
【００７７】
　なお、本実施の形態においては、図８（ｂ）に示すように、サムネイルも含んで状態で
最終的に決定した所望のサムネイルを所望の画調で変換した画像を含むデータをＪＰＥＧ
で記録するようにした。しかし、図９に示すように、サムネイルを除く画調画像「パステ
ル画調３２」「水彩画調３３」「パステル画調３５」「水彩画調７」「油絵調２４」「油
絵調２７」「パステル画調４２」を表示可能な単一性を有するデータＤ０１を生成し、こ
れをＪＰＥＧ処理したＤ０１.ＪＰＥＧを図３（ｂ）に示すように、メモリカード１８の
フォルダＢに記録するようにしてもよい。このようにすれば、最終的に決定した所望のサ
ムネイルを所望の画調で変換した画像のみからなるＪＰＥＧ画像を記録して、他の機器で
再生することができる。
【００７８】
　また、実施の形態においては、本発明をデジタルフォトフレームに適用した場合を説明
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したが、本発明は、デジタルフォトフレームに限定されるものでなく、例えば、各種のコ
ンピュータ、ＰＤＡ、携帯電話、デジタルカメラ、プリンタなどの電子機器においても適
用することができる。
【符号の説明】
【００７９】
　　１　　画像表示装置
　　２　　本体
　　３　　液晶表示パネル
　　５　　操作スイッチ
　　６　　メモリカードスロット
　　１１　　ＣＰＵ
　　１２　　ＲＯＭ
　　１３　　ＲＡＭ
　　１６　　表示コントローラ
　　１８　　メモリカード
　　１９　　タッチパネル
　　３０５　　決定ボタン
　　３０６　　ＡＬＬボタン
　　３０７　　ＮＥＸＴボタン

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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